
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年４月９日 １６時５０分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港仙台区向洋ふ頭 

仙台北防波堤灯台から真方位２４９°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１６.０′ 東経１４１°０１.９′） 

事故の概要 セメント運搬船新豊後
し ん ぶん ご

丸は、係留中の地盤改良船ＣＭＣ
シーエムシー

７号から離

舷する際、ＣＭＣ７号に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年４月９日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ セメント運搬船 新豊後丸、３１０トン 

１４１４２９、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、大分海運株式会社 

Ｂ 地盤改良船 ＣＭＣ７号、全長６７ｍ 

株式会社古川組 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に破口及び凹損 

Ｂ 乗下船用はしごに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ  

仙台市東部には、４月９日０６時１３分に強風注意報が発表され、

本事故時、継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、船首を南に向けて船首着けで

岸壁に係留中のＢ船の右舷側に左舷着けし、セメントの荷揚げを開始

した。 

船長Ａは、荷揚げが終了するころに強風が予想されていたので、こ

のまま待機を希望していたものの、Ｂ船が岸壁に右舷着けするので、

待機できなくなり、Ｂ船の作業船を引船として使用してＡ船をＢ船か

ら離舷させることとした。 

船長Ａは、Ａ船がバウスラスタと舵角を両舷に７０度までとれる舵

が装備されているので、離舷できるものの、今回、船首から岸壁まで

の距離が約２ｍと短く、本船だけで離岸すると少なからず前進するの

で、引船で船首を船尾方にゆっくり引かせることで前進行きあしを抑

えて離舷する予定であった。 

Ａ船は、荷揚げ終了後、船長Ａが引船に対し、引く方向を指示せず

にＡ船の船首を引かせたところ、右舷正横に引き始めたので、直ちに



中止させたものの、Ａ船の左舷船尾が急速にＢ船の右舷船尾に接近し

て衝突した。 

Ｂ船は、係留中、Ｂ船から離舷中のＡ船が衝突した。 

船長Ａは、船首側に余裕がなく、本船のみで離岸すると若干の前進

行きあしが生じる場合、引船がＡ船の船首を船尾方に引くものと思っ

ていたので、引く方向を指示しなかった。 

分析 Ａ船は、引船を使用してＢ船から離舷中、船長Ａが、船首側に余裕

がなく、本船のみで離舷すると若干の前進行きあしが生じる場合、引

船が船尾方にゆっくり引くものと思い、引く方向等を指示しないま

ま、右舷船首を引くように指示したところ、引船がＡ船の右舷船首部

を右舷正横方向に引いたことから、左舷船尾がＢ船に接近して衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が引船を使用してＢ船から離舷中、船長Ａが、船首

側に余裕がなく、本船のみで離舷すると若干の前進行きあしが生じる

場合、引船が船尾方にゆっくり引くものと思い、引く方向等を指示し

ないまま、右舷船首を引くように指示したところ、引船がＡ船の右舷

船首部を右舷正横方向に引いたため、左舷船尾がＢ船に接近して衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、引船を使用する際、引く方向及び強さ等を指示するこ

と。 

 


